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※平成20年度の全体医療費は11か月分です。 
※平成23年度は見込です。 

平成20年度 

平成21年度 

平成22年度 

平成23年度 

県内の被保険者全体 

医療費 

5,081億円 

5,942億円 

6,452億円 

6,963億円 

被保険者数 

69.3万人 

72.4万人 

76.1万人 

80.1万人 

医療費 

80万円 

82万円 

84万円 

87万円 

保険料 

85,890円 

 

85,724円 

被保険者１人あたり 

　被保険者数や医療費が年々増加しており、高齢化
に伴って、今後も増えていくことが見込まれます。 

　しかし、75歳を境に加入する保険を分けた点など
について国民の批判が強かったため、平成21年に国
はこの制度の廃止の方針を決めました。 
　今後の進め方や日程などがまだ明確になっていな
いため、詳細がわかり次第、広報などでお知らせい
たします。 

加入者 
（被保険者） 

運営者 

保険証 

医療費の 
負担割合 

受けられる 
保険給付 

　 75歳以上の方 
　 一定の障害がある65歳～74歳の方 
　 一定の障害については、5ページを
　 ご覧ください 
 

神奈川県後期高齢者医療広域連合が、
県内の全ての市町村と協力して運営し
ます。 

　これまでの日本の社会を支えてこられた高齢者の
皆様が、将来にわたって安心して医療を受けられる
よう、平成20年度から現在の制度が始まりました。 
　この制度は、現役世代と高齢者の皆様がともに支
えあう仕組みとなっています。運営に必要な費用は、
税金（公費）で約5割、現役世代が約4割を負担し、
高齢者の皆様からも約1割を保険料としてご負担い
ただくことになっています。 

●一般の方　　　　　　　　 1割負担 
●現役並み所得者の方　　　 3割負担 
   （12～13ページをご覧ください） 

保険料 
1割 

現役世代の支援 
4割 

公費（国・県・市町村） 
5割 

高齢者医療給付費の財源内訳 

●療養の給付 
●入院時の食事代 
●高額療養費　など 
   （14～21ページをご覧ください） 

皆様の 
窓口 
 

お住まいの市区町村の後期高齢者医療
制度担当部署 
　（24～27ページをご覧ください） 

保険料 
保険料は被保険者お一人ずつで算定します。 
納めていただくのも、お一人ずつ、市区
町村に納めていただきます。 
    （8～11ページをご覧ください） 

お一人に１枚、後期高齢者医療被保険
者証をお渡しします。 
 　（6～7ページをご覧ください） 



資格を取得する日（被保険者となる日） 
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広域連合 

●保険証の発行 
●保険料の決定 
●医療を受けたときの給付 
　などを行います 

市区町村 

●申請、届け出の受付や相談 
●保険証の引渡し 
●保険料の徴収 
　などの窓口業務を行います。 

　神奈川県後期高齢者医療広域連合（以下、「広域
連合」と記します。）が運営しています。 
　後期高齢者医療制度においては、
都道府県ごとに、県内全ての市
町村により「後期高齢者医療広
域連合」を設立し、市町村と協
力して運営することとされてい
ます。神奈川県においても、県
内の市町村全てが参加しています。 
 
 広域連合とは 

75歳以上の方 
　すべての方が被保険者です。 
　ただし、生活保護を受けている方などは、
被保険者とはなりません。 

一定の障害がある65歳～74歳の方 
　「一定の障害」とは、身体障害の場合であれば、
おおむね、障害程度等級の1級から3級まで
と4級の一部の方が該当します。詳しくは市
区町村の窓口にお問い合わせください。 
　なお、加入にあたっては、市区町村の窓口
を通じて申請し、広域連合からの認定を受け
ていただく必要があります。 
（75歳になるまでは、後期高齢者医療制度に加入
した後でも、お申し出により脱退することができ
ます。ただし、さかのぼっての脱退はできません。） 

※65歳～74歳の方で一定の障害がある方は、広域連合の認定
を受けた日から資格を取得します。 

　75歳の誕生日当日から資格を取得します。 
 

　神奈川県内にお住まいで、上記の　または　に該当
する方は、それまで加入していた国民健康保険や健康
保険組合などから脱退し、後期高齢者医療制度の被保
険者となります。 

広域連合とは 

　地方自治法上の特別地方公共団体の一つで、市町村
が、その枠を超えて連携・補完しあい、広域的に処理
することで、住民サービスが向上し、事務を効率的に
進められるといった利点があります。 

●会社の健康保険等に加入していた方が、75歳で後期高齢者医療保
険に変わったときに、被扶養者の方がその健康保険等から脱退する
ことになった場合、他に加入する健康保険等が無いときは、国民健康
保険に加入するお手続きが必要です。お住まいの市区町村国民健康
保険の窓口にお問い合わせください。 
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　有効期限前でも世帯構成や所得状況の変化な
どによって、一部負担金(窓口負担)の割合が、
1割から3割、あるいは3割から1割に変更と
なる場合があります。その場合は新しい保険
証をお送りしますので、更新前の保険証（交
付年月日が古いもの）は返却してください。 

記載内容は正しいですか？ 
　もし、間違いがあれば市区町村窓口にご連
絡ください。 

貸し借りをしないでください。 

　お住まいの市区町村の窓口に申請してください。 

保険証を無くしたり、破れたりし 
た場合、再交付します。 

　被保険者になると、お一人ずつに交付されます。 

大きさ・色 
　ハガキよりやや小さいサイズで青色です。
　カードよりも紛失しにくいことなどから、
この大きさにしています。 

枚数 

　平成24年7月31日までです。 
　なお、平成24年8月以降にお使いいただ
く保険証は、平成24年7月中にお送りします。 
 

有効期限 

　１枚です。 
　国民健康保険に加入されていた方は、保険証
のほかに、高齢受給者証が交付されていました。 
　後期高齢者医療制度では、保険証に自己負
担割合も記載されていて、１枚になります。 

※一部負担金の割合は毎年度、8月1日に再判定を行って
います。詳細は12ページ、13ページをご覧ください。 

後期高齢者医療被保険者証 
有効期限　平成24年7月31日 

被保険者番号 

資格取得年月日 

生年月日 

氏　　名 

住　　所 

神奈川県後期高齢者医療広域連合 

発　効　期　日 

交 付 年 月 日  

一 部 負 担 金  
の 割 合  

被
　
保
　
険
　
者
 

保 険 者 番 号
並 び に 保 険
者 の 名 称 及
び 印  

12345678

○○市○○町○○番○○号 

広域太郎 男 

昭和○○年○○月○○日 

平成○○年○○月○○日 

平成○○年○○月○○日 

平成○○年○○月○○日 

○割 

印 

1.保険証を受け取ったら、次のことにご注意ください。 

2.保険証の特徴 

3.再交付 



8 9

　保険料は、被保険者お一人ずつ算出します。 
　被保険者全員が同じ額を負担する「均等割額」と、
被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」
を合計した額になります。 

均等割額 
41,099円 

年間保険料額 
＝ ＋ 限度額 

55万円（年額） 

所得割額 
（※）  

※所得割額：賦課のもととなる所得金額×所得割率(8.01％) 

　「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額
等から基礎控除額 (33万円 )を控除した額となります。 
　例えば、年金収入のみの方の場合、年金の収入額か
ら公的年金等控除額を控除し、さらに33万円を控除
した額となります。 

●「均等割額」及び「所得割率」は、広域連合の条
例で定められます。平成24年度及び平成25年度
の2年間は同じです。 

[例 ]　厚生年金収入300万円のみの方の場合 

均等割額① 

所得割額② 

 

（年金収入300万円－公的年金等控除
120万円－基礎控除33万円）× 

所得割率8.01％ 

（10円未満切捨て） 

117,747円 

41,099円 

158,840円 

　年金天引きにより保険料を納付している方も、申し
出により口座振替での納付に変更することができます。 
　金融機関への口座振替の手続きと併せて、市区町村
の窓口への申請が必要ですので、ご不明な点はお住ま
いの市区町村の窓口にお問い合わせください。 

　広域連合が保険料額の決定を行い、お住まいの市
区町村がその保険料を徴収します。 

特別徴収 
（※1） 

年金 18万円
以上の方 

　原則として年金からの天引きに
より保険料を納付していただきます。 
　ただし、介護保険料とあわせた
保険料額が老齢基礎年金等受給額
の2分の1を超える場合には天引
きされず、普通徴収になります。 

普通徴収 
（※2） 

 市区町村から送付する納付書か
口座振替で保険料を納付していた
だきます。 

上記※1、※2とも詳しくは、お住まいの市区町村の窓口に
お問い合わせください。 

年度の途中で75歳の誕生日を迎えたり、転入されたりし
た場合など、年金天引きが始まるまでに時間がかかります
ので、それまでの間は普通徴収となります。 
国民健康保険などから後期高齢者医療制度の被保険者にな
られた場合、それまで保険料を口座振替（普通徴収）で納
付していても、あらためて手続きが必要となります。 

※1 
 
 
※2

　保険料の納付方法を年金天引きから世帯主等の口座
振替に変更すると、その方の社会保険料控除の額が増
えることにより、世帯全体でみた場合の所得税や住民
税の額が少なくなる場合があります。 
　詳しくは、税務署又はお住まいの市区町村の税担当
部署にお問い合わせください。 

年間保険料額 
①＋② 
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保険料を滞納したとき 

広域連合とは 保険料を納めることが困難な場合はご相談を 

保険料については、所得割額はかかりません。
均等割額のみの負担となり、9割軽減されます。
（年間保険料額4,100円 ) 

1.均等割額の軽減 

3.被用者保険の被扶養者であった方の軽減 

2.所得割額の軽減 

　同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の総所得金
額等の合計が下の表の基準に該当する場合、均等割額
（41,099円）が軽減されます。 

　賦課のもととなる所得金額※が58万円以下の方（年
金収入のみの方の場合：年金収入額が211万円以下
の方）は、所得割額の5割が軽減されます。 
※総所得金額等から基礎控除額（33万円）を控除した額。 

軽減割合 世帯の総所得金額等の基準 

33万円以下 8.5割 

　上記の世帯のうち、被保険者全員が
年金収入80万円以下（その他の各種
所得なし）の場合 

9割 

33万円＋（24万5千円×被保険者
数※）以下 
※被保険者である世帯主を除く 

5割 

33 万円＋（35万円×被保険者数）
以下 

2割 

●所得の申告をされていない方については、基準に該当す
るか不明のため軽減措置が適用できません。 
　お住まいの市区町村から「簡易申告書」の提出をお願い
する場合がありますのでご協力ください。 

●軽減判定の対象となる総所得金額等の算定では、基礎控
除額（33万円）の控除はありません。 
　また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を
受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額
15万円を控除した金額で判定します。 

　後期高齢者医療制度に加入する前日に、次の健康保
険の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。 

●全国健康保険協会管掌健康保険 
●船員保険　●健康保険組合　●共済組合 
（国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方
は対象となりません） 

　特別な事情もなく滞納が続くと、通常の保険
証よりも有効期限が短い「短期被保険者証」を
交付する場合があります。 
　さらに、１年以上滞納が続いた場合には保険
証を返還してもらい、「被保険者資格証明書」が
交付される場合があります。被保険者資格証明
書でお医者さんにかかるときには、医療費をいっ
たん全額お支払いいただきます。 
　保険料は納期限までに納めていただくようお
願いします。 

　事情により保険料を納めることが困難になったとき
は、分割して納めることができます。また、災害、長
期入院、失業、事業の休廃止等
により所得が著しく減少した場
合など、保険料を納めることが
困難な場合には、申請により保
険料の徴収猶予や減免を受けら
れる場合があります。 
　お住まいの市区町村の窓口に
ご相談ください。 
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　お医者さんにかかるときの自己負担割合は、下の
表のとおりです。所得区分によって異なります。 
　所得区分はその年度（4～7月は前年度）の市町村民税
の課税所得（各種控除後の所得）によって判定されます。 

一
　

般 

現
役
並
み
所
得
者 

所
得
区
分 

課
税
区
分 

自
己
負
担 

割
合 判定基準 

（※１） 

区
分

低
所
得
者

　市町村民税の課税所得が145万円以上の被保
険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者。 

（※2）
　以下の①または②の要件に該当するときに、
市区町村の窓口に申請し、認定された場合。 
①同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度
の被保険者の方がいる場合で、本人とその被
保険者の収入の合計額が520万円未満である。 
②同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度
の被保険者の方がいない場合で、下記のア・
イのいずれかに該当するとき 
ア　被保険者本人の収入額が、383万円未満。 
イ　被保険者本人の収入額が、383万円以上

であっても世帯の70歳～74歳の方 (後
期高齢者医療制度の被保険者を除く）を
含めた収入の合計額が520万円未満。 

同一世帯の方全員が、市町村民税非課税の被
保険者（区分 以外の被保険者）。 

「現役並み所得者」「区分 」「区分 」以外の
被保険者。 

　同一世帯の方全員が市町村民税非課税で、
その世帯員の各所得が0円（年金の所得は控
除額を80万円として計算）となる被保険者。 

3
割 

1
割 

法令等の改正に伴い、所得区分の判定基準が変更される場合があります。 
また、所得に応じて自己負担割合などが変わりますので、忘れず
に所得の申告をしましょう。 
１割負担の適用を受けるには、基準収入額適用申請書を提出しな
ければならないことが法令で定められています。 

※1 
 
 
※2

区
分

低
所
得
者

課
税 

非
課
税 

課
税 

※被保険者とは75歳以上の方及び65歳以上74歳以下で広域連合の障
害認定を受けている方のことです。 

※収入とは、①年金でいえば公的年金等の源泉徴収票などの「支払金額」
欄の金額、②営業の場合は「売上」、③不動産の場合は家賃等の「総収
入金額」、④株の譲渡の場合は「売却価額」等の合計金額を指します。 

1割 1割 1割 1割 3割 3割 3割 

注）被保険者とは後期高齢者医療制度の被保険者です。 
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外来 
（個人単位） 

外来＋入院 
（世帯単位） 

現役並み 
所得者 

一　般 

44,400円 
80,100円＋（総医療費 
－267,000円）×１％ 
※（44,400円） 

12,000円 

8,000円 

8,000円 

44,400円 

24,600円 

15,000円 

◆高額療養費の自己負担限度額（月額） 

所得区分 
 

　１か月（同じ月内）の医療費の自己負担が高額になっ
たとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費とし
て払い戻されます。 

◆75歳の誕生月の高額療養費の自己負担限度額（月額） 

　あなたの自己負担額が、限度額を超えて高額療養
費の対象となった場合、その3～4か月後頃に、申
請の案内と申請書をお送りします。 
　申請書に必要事項を記入、押印のうえ、お住まい
の市区町村の窓口に提出してください。 
　なお、一度この手続をしていただくと、次からは
自動的にご指定の口座に振り込まれるようになります。

 

※（　）内の金額は、過去12か月に外来と入院を合わせたもの 
（世帯単位）の自己負担限度額を超えた給付を3回以上受けた
場合、4回目以降の給付から適用。 

●所得区分については12ページをご覧ください。 

区分
（低所得者 ） 

区分
（低所得者 ） 

自己負担 
割合 

3割 

1割 

1割 

1割

●誕生日前に加入していた医療保険制度（国民健康保
険・被用者保険）と、後期高齢者医療制度における
自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1に
減額されます（１日生まれの方を除く）。 

※（　）内の金額は、過去12か月に外来と入院を合わせたもの 
　（世帯単位）の自己負担限度額を超えた給付を3回以上受けた
場合、4回目以降の給付から適用。 

外来 
（個人単位） 

外来＋入院 
（世帯単位） 

現役並み 
所得者 

一　般 

22,200円 

6,000円 

4,000円 

4,000円 

44,400円 

24,600円 

15,000円 

所得区分 
 

区分
（低所得者 ） 

区分
（低所得者 ） 

自己 
負担 
割合 

3割 

1割 

1割 

1割 

個人合算 
（外来＋入院） 

22,200円 

12,300円 

7,500円 

 
 

 

　月の途中で75歳の誕生日を迎え、新たに後期高齢
者医療制度に移った場合、その月については特例によ
り、限度額が下表のとおりとなります。 

40,050円＋（総医療費 

－133,500円）×１％ 

※（22,200円） 

80,100円＋（総医療費 

－267,000円）×１％ 

※（44,400円） 

1.高額療養費とは？ 

2.高額療養費を受けるには？ 
 

1.特定疾病の種類 

　自己負担限度額（月額）が、１つの病院で１万円に
なります。（所得区分は関係ありません。） 
　負担軽減を受けるには、「特定疾病療養受療証」が
必要になります。 
　お住まいの市区町村の窓口に申請してください。 

2.負担軽減 
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◆

◆

現役並み所得者 

老齢福祉年金受給者 

区分 （低所得者 ） 

区分 （低所得者 ） 

260円 

210円 

160円 

100円 

一般 

区分
（低所得者 ） 

区分 （低所得者 ） 

90日までの入院 

過去12か月の間に 
91日以上の入院 

●所得区分については12ページをご覧ください。 

１食の 
食費 

210円　 

130円　 

100円　 

 
320円 

 

0円 

１日の 
居住費 

420円 
（※） 

460円 

（ ） 

所得区分 

所得区分 １食の食費 

　入院したときは、食事代などの負担があります。 
　病院の種類ごとに、下の表の費用となります。 

1.一般の病院 

2.療養病床（主に慢性期の疾患を扱う病床） 

　食事療養標準負担額を負担します。 

●所得区分については12ページをご覧ください。 

自己負担割合 

3割 

1割 

1割 

1割 

1割 

自己負担 
割合 

3割 

1割 

1割 

1割 

1割 

一般 

※入院時生活療養費 を算定する病院に入院している場合 

　食事代と居住費（生活療養標準負担額）を負担します。 

現役並み所得者 

●保険証 
●印かん（朱肉を使用するもの） 
●預金通帳（振込先口座に指定するもの） 
●入院時の領収書 

差額を請求するときの申請に必要なもの 

　やむを得ず入院時に減額認定証の提示ができず、
食事代の費用について所得区分「一般」の費用
を支払ったときはお住まいの市区町村の窓口に
申請をしてください。差額が払い戻されます。 

●保険証 
●印かん（朱肉を使用するもの） 
●区分 で長期入院に該当する方は90日
を超える入院を証明する書類（領収書など） 

減額認定証の申請に必要なもの 

区分 、区分 に 
該当する方は、 

手続きが必要になります 

　所得区分が「区分 」及び「区分 」に該当する
方は、お住まいの市区町村窓口で「限度額適用・標
準負担額減額認定証」（減額認定証）の交付を受けて、
医療機関の窓口で保険証とともに減額認定証を提示
してください。（減額認定証を提示しないと、減額さ
れません。） 

  14ページのように窓口ごとに
自己負担限度額までとなります。 

   16ページのように軽減
されます。 

●所得区分については12ページをご覧ください。 
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●所得区分については12ページをご覧ください。 

　医療保険上の同一世帯の被保険者の方の、医療保
険と介護保険の年間の負担額を合計して、一定の基
準額（介護合算算定基準額）を超えたとき、その超
えた分が払い戻されます。 
　給付対象となる方には、申請のご案内と申請書をお送り
しますので、お住まいの市区町村の窓口に申請をしてくだ
さい。 
　なお、以下の方（※）については正しい自己負担額を確
認できず、ご案内をお送りできない場合があるので、変更
前の保険から自己負担額証明書を入手のうえ申請をしてい
ただく必要があります。 

1.療養費 

2.移送費 

　次の場合は、いったん医療費の全額をお医者さん
などに支払い、あとでお住まいの市区町村の窓口に
申請してください。 
　広域連合から認められた場合、自己負担分を除い
た額が払い戻されます。 

　緊急的に必要な医療を受けるため、医師の指示に
より転院した場合などで、移送にかかった費用が必
要であると広域連合から認められたときは、移送に
かかった費用の全額又は一部が戻ってきます。ただし、
通院や緊急的でない移送の場合などは、対象とはな
りません。 

●医療の保険証　●介護の保険証 
●印かん（朱肉を使用するもの） 
●自己負担額証明書（保険の変更があった場合） 
●預金通帳（振込先口座に指定するもの） 

申請に必要なもの 

◆高額介護合算療養費の限度額（年額） 

現役並み所得者 

一　般 

67万円 

56万円 

31万円 

19万円 

所得区分 
 

区分 （低所得者 ） 

区分 （低所得者 ） 

自己負担 
割合 

3割 

1割 

1割 

1割

介護合算算定基準額 
（計算期間：毎年8月～翌年7月） 

●やむを得ない理由で保険証
を持たずに受診したときや、
保険診療を扱っていない医
療機関にかかったとき 
●医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師
の施術を受けたとき 
●柔道整復師の施術を受けたとき（骨折・脱臼によ
り施術を受ける場合は医師の同意が必要） 
●海外の医療機関で治療を受けたとき（治療目的の
渡航は含まれません） 
●医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセッ
トなどの治療用装具を作ったとき 
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　被保険者がお亡くなりになったとき、申請により
次のとおり葬祭費が支給されます。 

●亡くなった方の保険証　 
●申請者（喪主）の印かん（朱肉を使うもの） 
●預金通帳（振込先口座に指定するもの） 
●喪主と葬祭日の確認ができるもの 
　（会葬礼状・葬儀等の領収書等） 

申請に必要なもの 

　保険証を持っていても、保険診療が受けられない
場合や、制限される場合があります。 

●給付を受けられる方　葬祭を行った方（喪主） 
●給付額　5万円 
●申請先　亡くなった方のお住まいがあった市区町 
　　　　　村の窓口 

保険診療とならないもの（例） 
●保険外診療　●差額ベッド代　●健康診断 
●予防注射　　●美容整形　　　●歯列矯正 

制限される場合 
　ケンカや泥酔など、ひどい不行跡による場合には、
給付の一部又は全部が制限されることがあります。 

その他 
　業務上のケガや病気は、労災保険が適用され
るか、労働基準法に従って雇主の負担となります。 
※労災保険等の適用となるケースで、後期高齢者医療制度の保
険証を使ってお医者さんにかかった場合、すみやかにお住ま
いの市区町村の窓口に届け出てください。 

　また、労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署
にお問い合わせください。 

1.交通事故など第三者（相手方）の行為に 
　よって病気やケガをした場合 

2.自分の過失や業務上でケガをした場合 

　お住まいの市区町村の窓口へ届け出てください。 

　「自過失及び業務上の傷病等に関する届書」により
届け出てください。 
　※届書は市区町村の窓口に置いてあります。 

●保険証　●印かん（朱肉を使うもの） 
●交通事故証明書（警察に届け出て、交付してもらっ
てください。） 
●相手方の保険会社などがわかるもの 

届け出に必要なもの 

 

　災害などにより、財産について著しい損害を受け
たことなどで、病院の窓口で一部負担金を支払うこ
とができないときは、その状況に応じて一部負担金
を減額・免除又は徴収猶予する制度があります。 
　お住まいの市区町村の窓口にご相談ください。 

　各給付費については、医療費などを支払った日（高
額介護合算療養費は計算期間の末日・葬祭費は葬祭
を行った日）の翌日から2年を過ぎると時効により
申請ができなくなりますので、ご注意ください。 
　ただし、広域連合から申請のご案内をお送りした
場合は、そのご案内が届いた日の翌日から2年とな
ります。 
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●診療報酬の決まり方 
　医師が行った治療行為や薬価・材料費等の保険医
療費の価格は、国が定めている診療報酬の点数（1点
あたり10円）によって決まります。 
　この診療報酬は、厚生労働大臣の諮問機関である
中央社会保険医療協議会（※）の議論を踏まえ、厚生
労働大臣の告示により、2年に一度改定されます。 

※健康保険組合等を代表する委員（診療報酬支払側の代表）、
医師会等を代表する委員（診療報酬請求側の代表）、学
識経験者等の公益を代表する委員で構成されています。 

基本的な診査項目 

受診の手続きなど 
　お住まいの市区町村によって異なります。
詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせ
ください。 

　届け出先は、お住まいの市区町村の窓口になります。
届け出に必要なものは届け出の内容により異なります
ので、事前にお問い合わせください。 
 

　糖尿病などの生活習慣病の早期発見や重症
化予防のため、被保険者の方を対象とした健
康診査を行っています。（ただし、74歳以下
の方と異なり、義務化されていません。）健
診項目は40歳～74歳の特定健診と同じ（腹
囲測定は除く）です。 

　　　平成24年4月1日から、高額の外来診療を受けた場合
の窓口負担が、入院時と同様に月額の自己負担限度額ま
でになります。ただし、適用されるには一定の条件があ
ります。また、非課税世帯の方では、保険証のほかに「限
度額適用・標準負担額減額認定証（17ページをご覧くだ
さい。）」が必要になります。 

　　　広域連合では平成24年8月以降に交付する保険証から
裏面に臓器提供意思表示欄を設ける予定です。それまで
に意思表示を希望される方には、保険証の裏面に貼り付
ける臓器提供意思表示シールをお渡しいたしますので、
電話またはファクスで広域連合へご連絡ください。 

　　　東日本大震災により被災された方への保険料の減免及
び一部負担金の免除の期間が延長されました。 

詳しくは、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。 

●県外から転入したとき 
●生活保護を受けなくなったとき 
●65歳～74歳の一定の障害のある方で、
加入を希望するとき 

 
●県外へ転出するとき 
●生活保護を受けたとき 
●死亡したとき 
●障害認定を受けている方で、障害状態
非該当になったとき又は障害認定の撤
回の届け出をするとき 

●県内で住所が変わったとき 
●氏名が変わったとき 
●保険証を無くしたり、破れたりしたとき 

加
入
す
る
と
き 

そ
の
他 

脱
退
す
る
と
き 

1

2

3
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平成24年4月 

ジェネリック医薬品（後発医薬品）をご存知ですか？ ジェネリック医薬品（後発医薬品）をご存知ですか？ 

　登録モニターを随時募集しています。 
　ご興味のある方は、広域連合までご連絡ください。 
連絡先…神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局 
総務課　モニター担当 
045 -440-6700　ファクス：045-441-1500 

●登録モニター制度とは 
　広域連合では、事前にご登録いただいたモニターの方々に、
アンケート調査や懇談会を通じて、ご意見やご提案等をいただき、
後期高齢者医療制度の運営の改善等に活用しています。 

この冊子は環境に配慮し、古紙配合率70％の再生紙 
及び植物油インキを使用しています 

　ジェネリック医薬品を希望される場合は、必ず医師・薬剤師にご相談ください。 !

★ホームページでは、随時最新情報を更新しています。 
　URL：http://www.union.kanagawa.lg.jp/

神奈川広域連合 検索 
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